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このたび、本学教員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。 
 
 
 １．被処分者：教員 
 ２．処分量定：減給（始末書提出含む） 
 ３．処分日：令和 6 年 11 月 27 日 
 ４．処分の理由（概要） 
   前期講義期間中、無断欠勤や当日の講義開始時間を過ぎてからの休講連絡、不完全な補講計画

書の提出など、所定の手続きや日程どおりに講義を実施しなかった。 
さらに、大学から数回にわたる業務命令（通知）を受けても改善が見られず、適切な講義運営

を怠った。これらの行為は、学生および学科、特に学生に甚大な影響を与えるものである。 


